（別記様式25－２）






港湾工事パートナーシップ強化宣言について



	工事名：

	商号又は名称：




　当社は、新・担い手３法、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化に関する事業者団体に対する要請（令和３年12月27日　国総政第30号）の趣旨を踏まえ、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を決定し、宣言書により取り組むことを表明いたします。

　なお、宣言書については、別添のとおりとなります。



留意事項
１）入札公告時における宣言書については、「国土交通省港湾局HP」の「諸経費検証モデル工事の試行について」の「港湾工事パートナーシップ強化宣言【宣言書の記載例※】」を参考に元請企業のみ作成し提出すること。（様式任意）
　　※https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001489547.pdf
